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「福岡県税口座振替事務取扱要領の制定について」の一部改正について 

新 旧 

（前略） 

 

１ （略） 

 

２ 対象税目 

口座振替による県税の納付対象税目は、個人事業税及び自動 

車税    の定期課税分とする。 

 

３・４（略） 

 

５ 指定預金口座 

口座振替による県税の納付ができる口座は、個人事業税につ 

いては納税者が指定する普通預金口座、当座預金口座及び納税

準備預金口座のうち１口座とし、自動車税     について

は１口座以上とする。（以下「指定預金口座」という。） 

 

６ 取扱店及び取りまとめ店 

（１）個人事業税の取扱店は、取扱金融機関のうち納税者が指定

（前略） 

 

１ （略） 

 

２ 対象税目 

口座振替による県税の納付対象税目は、個人事業税及び自動 

車税（種別割）の定期課税分とする。 

 

３・４（略） 

 

５ 指定預金口座 

口座振替による県税の納付ができる口座は、個人事業税につ 

いては納税者が指定する普通預金口座、当座預金口座及び納税

準備預金口座のうち１口座とし、自動車税（種別割）について

は１口座以上とする。（以下「指定預金口座」という。） 

 

６ 取扱店及び取りまとめ店 

（１）個人事業税の取扱店は、取扱金融機関のうち納税者が指定
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した一つの金融機関の１店舗とし、自動車税（種別割）の取扱店

は、取扱金融機関のうち納税者が指定した金融機関の店舗とす

る。 

 

（２）略 

 

７ （略） 

 

８ 申込手続 

（１）個人事業税の口座振替を希望する納税者は、個人事業税口

座振替申込書（様式第１号その１。以下「その１」という。）、

個人事業税口座振替依頼書（様式第１号その２。以下「その

２」という。）及び個人事業税口座振替申込書（様式第１号そ

の３。以下「その３」という。）に、自動車税（種別割）の口

座振替を希望する納税者は、自動車税（種別割）口座振替申込

書（様式第１号その４。以下「その４」という。）、自動車税

（種別割）口座振替依頼書（様式第１号その５。以下「その

５」という。）及び自動車税（種別割）口座振替申込書（様式

第１号その６。以下「その６」という。）に必要事項を記入

し、取扱金融機関届出印を押印のうえ、取扱店に提出しなけれ

ばならない。 

なお、個人事業税において、納税者と口座名義人が異なると

きは、その１、その２及びその３の指定預金口座の口座名義人

した一つの金融機関の１店舗とし、自動車税（種別割）の取

扱店は、取扱金融機関のうち納税者が指定した金融機関の店

舗とする。 

 

（２）略 

 

７ （略） 

 

８ 申込手続 

（１）個人事業税の口座振替を希望する納税者は、個人事業税口

座振替申込書（様式第１号その１。以下「その１」という。）、

個人事業税口座振替依頼書（様式第１号その２。以下「その

２」という。）及び個人事業税口座振替申込書（様式第１号そ

の３。以下「その３」という。）に、自動車税（種別割）の口

座振替を希望する納税者は、自動車税（種別割）口座振替申込

書（様式第１号その４。以下「その４」という。）、自動車税

（種別割）口座振替依頼書（様式第１号その５。以下「その

５」という。）及び自動車税（種別割）口座振替申込書（様式

第１号その６。以下「その６」という。）に必要事項を記入

し、取扱金融機関届出印を押印のうえ、取扱店に提出しなけれ

ばならない。 

なお、個人事業税において、納税者と口座名義人が異なると

きは、その１、その２及びその３の指定預金口座の口座名義人
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欄に口座名義人の氏名を記入し、指定預金口座に使用している

届出印を振替納付の同意の印として押印しなければならない。 

 

（２）個人事業税の取扱店は、その１、その２及びその３を、自

動車税（種別割）の取扱店は、その４、その５及びその６を提

出した新規の口座振替を希望する納税者について、口座振替に

応じられるものについては、それぞれその２又はその５を受理

するとともに、それぞれその３又はその６に当該取扱店の承諾

印を押印し、速やかに取りまとめ店を経由して指定金融機関に

送付しなければならない。 

   また、その１又はその４は、納税者に交付しなければなら

ない。 

 

（３）略 

 

９ （略） 

 

１０ 納税通知書の発送等 

（１）略 

 

（２）税務課長は、自動車税（種別割）については納税通知書 

（口座振替）（規則第３号様式その３の８）を納税者に送付す

るものとする。 

欄に口座名義人の氏名を記入し、指定預金口座に使用している

届出印を振替納付の同意の印として押印しなければならない。 

 

（２）個人事業税の取扱店は、その１、その２及びその３を、自

動車税（種別割）の取扱店は、その４、その５及びその６を提

出した新規の口座振替を希望する納税者について、口座振替に

応じられるものについては、それぞれその２又はその５を受理

するとともに、それぞれその３又はその６に当該取扱店の承諾

印を押印し、速やかに取りまとめ店を経由して指定金融機関に

送付しなければならない。 

   また、その１又はその４は、納税者に交付しなければなら

ない。 

 

（３）略 

 

９ （略） 

 

１０ 納税通知書の発送等 

（１）略 

 

（２）税務課長は、自動車税（種別割）については納税通知書 

（口座振替）（規則第３号様式その３の８）を納税者に送付する

ものとする。 
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（３）税務課長は、自動車税（種別割）について納税通知書 

（口座振替）（規則第３号様式その３の８）が返戻になった場

合、自動車税（種別割）納税通知書未送達のお知らせ（様式

第１７号）及び納税通知書（振替を停止した場合又は振替不

能の場合は規則第３号様式その３の３、振替済みの場合は規

則第３号様式その３の８）を納税者に送付するものとする。 

 

１１ 口座振替による収納手続 

（１）～（４）略 

 

（５）税務課長は、口座振替データの送付を受けたときは、金 

融機関別口座振替リスト（様式第１０号）を作成して、該当

の県税事務所に送付するものとする。 

また、個人事業税の振替済みのものについては、領収書 

（様式第１１号）を作成して、納税者に送付するものとし、

振替不能になったものについては、振替不能になった理由を

記載した納付催告書（様式第１３号）、納付催告書発付一覧

表（様式第１４号その１）及び納付書（規則第１７号の３様

式その１）を作成して、該当の県税事務所に送付するものと

する。 

自動車税（種別割）で振替不能になったものについて 

は、振替不能になった理由を記載した口座振替不能のお知ら

     

（３）税務課長は、自動車税（種別割）について納税通知書 

（口座振替）（規則第３号様式その３の８）が返戻になった場

合、自動車税（種別割）納税通知書未送達のお知らせ（様式第

１７号）及び納税通知書（振替を停止した場合又は振替不能の

場合は規則第３号様式その３の３、振替済みの場合は規則第３

号様式その３の８）を納税者に送付するものとする。 

 

１１ 口座振替による収納手続 

（１）～（４）略 

 

（５）税務課長は、口座振替データの送付を受けたときは、金 

融機関別口座振替リスト（様式第１０号）を作成して、該当

の県税事務所に送付するものとする。 

また、個人事業税の振替済みのものについては、領収書 

（様式第１１号）を作成して、納税者に送付するものとし、

振替不能になったものについては、振替不能になった理由を

記載した納付催告書（様式第１３号）、納付催告書発付一覧

表（様式第１４号その１）及び納付書（規則第１７号の３様

式その１）を作成して、該当の県税事務所に送付するものと

する。 

自動車税（種別割）で振替不能になったものについて 

は、振替不能になった理由を記載した口座振替不能のお知ら
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せ（様式第１８号）、口座振替不能のお知らせ発付一覧表

（様式第１４号その２）及び納付書（規則第１７号の３様式

その１）を作成し、口座振替不能のお知らせ及び納付書は納

税者に、口座振替不能のお知らせ発付一覧表（様式第１４号

その２）は該当の県税事務所に送付するものとする。 

    

（６）県税事務所長は、個人事業税の口座振替データ作成日の 

直前の開庁日以前に納税者から口座振替を行わない旨の申

し出があった場合は、口座振替を停止し、納税者に速やか

に納付書（規則第１７号の３様式その１）を送付しなけれ

ばならない。 

自動車税（種別割 の口座振替データ作成日の直前の開 

庁日以前に納税者から口座振替を行わない旨の申し出があっ

た場合は、振替を停止し、納税者に速やかに納付書（規則第

１７号の３様式その１）及び口座振替停止のお知らせ（様式

第１９号）を送付しなければならない。 

 

（７）略 

 

１２ 口座振替申出事項の変更 

（１）納税者は、申出事項を変更しようとするときは、変更す 

る取扱店に個人事業税の場合はその１、その２及びその３ 

を、自動車税（種別割）の場合はその４、その５及びその６ 

せ（様式第１８号）、口座振替不能のお知らせ発付一覧表

（様式第１４号その２）及び納付書（規則第１７号の３様式

その１）を作成し、口座振替不能のお知らせ及び納付書は納

税者に、口座振替不能のお知らせ発付一覧表（様式第１４号

その２）は該当の県税事務所に送付するものとする。 

    

（６）県税事務所長は、個人事業税の口座振替データ作成日の 

直前の開庁日以前に納税者から口座振替を行わない旨の申し

出があった場合は、口座振替を停止し、納税者に速やかに納

付書（規則第１７号の３様式その１）を送付しなけれ 

ばならない。 

自動車税（種別割）の口座振替データ作成日の直前の開 

庁日以前に納税者から口座振替を行わない旨の申し出があっ

た場合は、振替を停止し、納税者に速やかに納付書（規則第

１７号の３様式その１）及び口座振替停止のお知らせ（様式

第１９号）を送付しなければならない。 

 

（７）略 

 

１２ 口座振替申出事項の変更 

（１）納税者は、申出事項を変更しようとするときは、変更す 

る取扱店に個人事業税の場合はその１、その２及びその３ 

を、自動車税（種別割）の場合はその４、その５及びその６ 
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を提出しなければならない。 

  

 １３～１６ 略 

（後略） 

を提出しなければならない。 

  

 １３～１６ 略 

（後略） 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


